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３００円 ３００円 ３００円

１４０円 １４０円 １４０円
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７０円 ７０円 ７０円

５０円 ５０円 ５０円

４０円 ４０円 ４０円

５０円 ５０円 ５０円

２４０円 ２４０円 ２４０円

①使用者が公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 
②公民館が社会教育法第23条に該当すると判断したとき。 
③使用者が熊本市公民館条例（規則）に違反したとき。 
④公民館が集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。 
⑤その他、公民館が公益上、管理上、必要があると判断したとき。 
 



 
 

 


